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子育てだより
相談・健診
問健康いきいき課保健担当　℡0493−59−6911　場こども家庭センター（健康増進センター内）

相談・健診名 日　時 対　象 持ち物

3歳児健診 8月20日（火）
令和2年12月生まれ（一部）
および令和3年1月〜2月生まれの
お子さん

▶母子健康手帳
▶バスタオル
▶お子さんの尿

子育て広場「レピ」ふれあい教室
問福祉課　℡070−4804−5287（予約）　場こども家庭センター（健康増進センター内）

内　容 日　時 対　象 持ち物

骨盤ストレッチ 7月1日（月）
10時30分〜11時 就学前のお子さんと保護者

▶バスタオル
ベビーマッサージ 7月29日（月）

10時30分〜11時 0歳〜1歳のお子さんと保護者

骨盤ストレッチ 8月5日（月）
10時30分〜11時 就学前のお子さんと保護者

ベビーマッサージ 8月19日（月）
10時30分〜11時 0歳〜1歳のお子さんと保護者

※全教室、予約が必要です。

子育て
カレンダー▶

子育て応援
ガイドブック▶
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　教育総務課　　０４９３−６２−０８２３問 ℡

　児童生徒の保護者の経済的負担を軽減し、子育て支援を推進するため、学校給食費を補助します。
対象者　①〜④全てを満たす方
①町内に住所がある。②小・中学校に在籍する児童生徒を養育し、そのうち１人目以降の児童生徒が嵐山町立の学
校に通学している。③嵐山町の学校給食費（過年度分含む）を滞納していない。
④生活保護や就学援助等他の公的扶助制度により学校給食費に相当する額の支給を受けていない。
補助金の額　嵐山町学校給食費を保護者が実際に負担した児童生徒のうち、１人目及び２人目は２分の１相当額、
３人目以降は全額
対象期間　前期４月から９月まで（１１月までに交付予定）、後期１０月から翌年３月まで（翌年５月までに交付予定）
申請手続き等　学校への提出がお済みでない方は、７月３１日（水）までに教育総務課へ提出してください。
※必ず申請が必要です。
※申請書は、各学校にて配布をしています。また、町ホームページよりダウンロード、または教育総務課でもお渡
ししています。
注意事項
①前期及び後期で補助を受ける場合は、７月３１日（水）までに必ず申請してください。期限内に申請された方は、後
期分の申請をする必要はありません。
②申請期限を過ぎた場合も、令和７年２月２８日（金）までは申請を受け付けますが、その場合の補助対象期間は、
「後期」のみとなります。
③給食費は決められた期日までに全額納入してください。あらかじめ給食費を減額するものではありません。（小
学生４,３００円／月、中学生５,０００円／月）
④審査の関係上、後期分の給食費の支払い状況は、令和７年３月５日までの支払い分で確認します。

１人目から補助対象です！学校給食費


